
　平成25年度新高校2年生・3年生については、障害児相談支援の対象期間が短いため、放課後等デイサービス
のみ利用する場合は、障害児相談支援（計画案の作成）の対象としない。

平成２５年度新高校２年生・３年生の障害児相談支援の取り扱いについて
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